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春日井市地域包括支援センター坂下

春日井市神屋町１３０６－１

９３－１３１４

開所時間：月～金曜日 ９：00～17：30

出前講座開催、福祉サービス等のご相談

まずはお電話ください

担当：木根、戸田、三浦

杉山、小林、井上

令和5年12月8日に坂下中学校区の民生委員児童委

員協議会の集まりに参加し、高齢者虐待の種類や対

応などお話ししました。高齢者虐待とは、高齢者の

「人としての尊厳を傷つける行為」です。誰もが一

刻も早く気づき、状況をきちんと見極め、適切な方

策を考える必要があることや、「虐待かもしれな

い」と思ったときには通報することが重要であると

再確認する機会になりました。

「地域包括支援センター坂下通信」の発行は、年4回(春・夏・秋・冬）の季刊発行

しています。この通信を通して皆様に当センターが、どのような事を行っている所

なのか等、お知らせや情報を発信していきたいと考えております。

高齢者支援活動連絡会

地域活動ご紹介③【坂下にこにこ会】
【包括支援センターより】

詐欺に注意！！

坂下にこにこ会では毎月第3土曜日に、笑って、

歌って、話して、軽い運動など、楽しい時間を

モットーに活動しています。70歳以上であれ

ばどなたでもお気軽に参加ください。

開催日時:第3土曜日 １０時～１２時

会 場:坂下公民館 参加費:無料

参加を希望される方は下記まで連絡下さい。

坂下中学校区において「孫や

甥など身近な人物をかたり、

金銭を求める」「市役所職員

をかたり医療費が戻ってきま

す」など特殊詐欺の前兆電話

が増えています。電話でお金

の話しが出たら詐欺の疑いが

あるため慌てず家族や警察に

相談してください。ＡＴＭで

還付金手続きを求められた場

合は詐欺です。


